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平成２２年青森県登録販売者試験について 

 

１ 概要 

  出願者 ５７４名 

  受験者 ５６５名 

  合格者 ２５７名   合格率 ４４．８％（四捨五入） 

 

２ 合格基準 

  総得点の７割であって、かつ、各項目の得点が４割以上 

 

３ 試験成績 

 
手引き第１章 

（２０点） 

手引き第２章

（２０点） 

手引き第３章

（４０点） 

手引き第４章

（２０点） 

手引き第５章 

（２０点） 

総得点 

（１２０点）

最高得点 ２０ ２０ ３９ ２０ ２０ １１８ 

最低得点 ９ ４ ６ ３ ３ １４ 

平均点 １７．２ １３．７ ２２．５ １４．３ １３．４ ８０．１ 

  ※平均点は小数点第１位を四捨五入 

 

注意事項 

（１）得点の閲覧 

得点の閲覧を希望する方は、受験票及び身分を確認できるもの（運転免許証等）を持

参し、青森県庁北棟６階の医療薬務課へお越しください。（地下に駐車場あり。） 

閲覧受付期間 

平成２２年９月２７日（月）～ １０月２６日（火） 午前９時～午後５時 

（ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。） 

 

（２）受験票 

不合格者のうち、次回の登録販売者試験を受験する方については、受験票をもって添

付書類に代えることを認めますので、紛失しないでください。 

紛失した場合は、通常どおり添付書類が必要となります。 

 

（３）合格通知書 

合格通知書の発送は、１０月１日です。 

合格者で転居された方は、９月末までに医療薬務課へ連絡してください。 

 

（４）平成２３年試験日程 

平成２３年８月頃に実施する予定としています。 

 

 



４ 正解 

  問４５及び問１０４については、不適切問題として取扱い、全員に加点しました。 

問 正解  問 正解 問 正解

問１ 2  問４１ 2  問８１ 3 

問２ 2  問４２ 2  問８２ 2 

問３ 1  問４３ 4  問８３ 4 

問４ 4  問４４ 2  問８４ 4 

問５ 3  問４５ 全員加点  問８５ 1 

問６ 5  問４６ 2  問８６ 5 

問７ 4  問４７ 2  問８７ 2 

問８ 1  問４８ 2  問８８ 5 

問９ 4  問４９ 4  問８９ 1 

問１０ 4  問５０ 3  問９０ 3 

問１１ 3  問５１ 5  問９１ 1 

問１２ 3  問５２ 1  問９２ 3 

問１３ 3  問５３ 4  問９３ 4 

問１４ 4  問５４ 2  問９４ 3 

問１５ 1  問５５ 2  問９５ 2 

問１６ 1  問５６ 5  問９６ 5 

問１７ 2  問５７ 4  問９７ 4 

問１８ 4  問５８ 3  問９８ 5 

問１９ 3  問５９ 4  問９９ 2 

問２０ 4  問６０ 3  問１００ 1 

問２１ 2  問６１ 3  問１０１ 4 

問２２ 3  問６２ 4  問１０２ 2 

問２３ 5  問６３ 3  問１０３ 2 

問２４ 1  問６４ 5  問１０４ 全員加点

問２５ 1  問６５ 2  問１０５ 1 

問２６ 2  問６６ 3  問１０６ 5 

問２７ 2  問６７ 1  問１０７ 5 

問２８ 1  問６８ 3  問１０８ 2 

問２９ 1  問６９ 3  問１０９ 2 

問３０ 2  問７０ 4  問１１０ 2 

問３１ 1  問７１ 3  問１１１ 3 

問３２ 5  問７２ 5  問１１２ 4 

問３３ 2  問７３ 2  問１１３ 5 

問３４ 3  問７４ 4  問１１４ 1 

問３５ 4  問７５ 3  問１１５ 3 

問３６ 3  問７６ 3  問１１６ 3 

問３７ 3  問７７ 4  問１１７ 2 

問３８ 2  問７８ 4  問１１８ 5 

問３９ 4  問７９ 3 問１１９ 1

問４０ 4  問８０ 2 問１２０ 2

 



 

５ 不適切問題について 

 

問４５ 

正解なし（当初予定していた正解は２） 
【解説】 
ｄのメキタジンは抗ヒスタミン成分であり、「肥満細胞から遊離したヒスタミンが受容体と

反応するのを妨げる」という抗ヒスタミン作用が正しいとして、誤った記述であるとして出

題しましたが、文献によると、メキタジンはケミカルメディエーター拮抗作用及び遊離抑制

作用、抗アレルギー作用があり、アレルギー性鼻炎に適用があるとの記述もあるため、ｄを

誤りとするには無理があると判断しました。 
 

問１０４ 

正解なし（当初予定していた正解は２） 
【解説】 
選択肢２について、透析療法を受けている人が服用してはいけないこととされている成分

には該当しない「塩酸ピレンゼピン」を記述し、正しい記述として出題しましたが、塩酸ピ

レンゼピンが配合された胃腸薬（一般用医薬品）には、透析療法を受けている人が服用して

はいけないこととされている成分が配合されており、誤りの記述になってしまうため、適切

な問題ではないと判断しました。 
 


